
学校業務検討委員会設置要綱 
 

（目的及び設置） 
第１条 教職員が授業や学級経営、児童生徒指導等の本来的な業務に一層専念できる環境を整えるなど、

円滑な学校運営に資するため学校業務検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 
（１） 学校における業務改善・支援体制の整備に関すること。 
（２） チーム体制の構築と学校を支える人員体制の確保に関すること。 
（３） 働き方・仕事の進め方に関する意識改革の推進に関すること。 
（４） その他必要な事項に関すること。 
（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員により組織し、別表に掲げる者をもって充てるものとす

る。 
２ 委員長は、委員会の会務を総理する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、その職務を行うものとする。 

（会議） 
第４条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 
２ 委員は、会議に出席できないときは、指名する者を代理で会議に出席させることができる。 
３ 委員長は、必要があると認める場合には、関係者の出席を求め、意見等を聴取することができる。 

（部会） 
第５条 委員会は、第２条各号に定めるものに関し、必要な調査及び検討を行うため、部会を設置するこ

とができるものとし、その委員及び部会長は委員長が指名する者をもって充てるものとする。 
２ 部会は、必要に応じて部会長が招集し、その議長となる。 
３ 部会長は、必要があると認める場合には、関係者の出席を求め、意見等を聴取することができる。 
４ 部会長は、当該部会の事務を総括し、調査及び検討の内容について、進捗状況等を把握するととも

に、委員会において部会を代表して報告等を行うものとする。 
（事務局） 

第６条 委員会の事務局は、教育委員会事務局教育政策室に置く。 
（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、委員会が定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 
 （学校業務効率化検討委員会設置要綱の廃止） 
２ 学校業務効率化検討委員会設置要綱（平成１８年７月１８日付け１８川教庶第５１２号）は、廃止す

る。 
附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



   附 則 
この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和元年７月５日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和５年１月１０日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
 

 
別表（第３条関係） 

委員長 教育長 
副委員長 教育次長 
委員 総務部長 
委員 教育政策室長 
委員 地域教育推進室長 
委員 教育環境整備推進室長 
委員 職員部長 
委員 学校教育部長 
委員 健康給食推進室長 
委員 生涯学習部長 
委員 総合教育センター所長 
委員 各校長会長 
委員 庶務課長 
委員 教育政策室担当課長 
委員 教職員企画課長 
委員 川崎市教職員組合代表３名（上限） 

 


